
第

六

百

九

十

七

号

令

和

八

年

六

月

二

十

六

日

(

金
曜
日)

目

次

人
事
委
員
会
規
則

○
岐
阜
県
職
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則

(

人
事
委
員
会)

二
六
九
ペ
ー
ジ

告

示

○
道
路
の
区
域
変
更

(

道
路
維
持
課)

二
六
九

○
道
路
の
供
用
開
始

(

同

)

二
七
〇

公

示

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

(
西
濃
農
林
事
務
所)

二
七
〇

雑

報

○｢

中
央
新
幹
線(

東
京
都
・
名
古
屋
市
間)

環
境
影
響
評
価
書(

岐

阜
県)

平
成
二
十
六
年
八
月｣

に
基
づ
く
事
後
調
査
報
告
書(

二
〇

二
五
年
度)

の
公
告

(

環
境
管
理
課)
二
七
一

人
事
委
員
会
規
則

岐
阜
県
職
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

令
和
八
年
六
月
二
十
六
日

岐
阜
県
人
事
委
員
会

委
員
長

栗

山

知

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
六
号

岐
阜
県
職
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
職
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則(

平
成
二
十
四
年
岐
阜
県
人
事
委
員
会

規
則
第
十
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
注
第
三
号
中｢シ

ニ
ア
海
外
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
｣

を｢シ
ニ
ア
海
外
協
力
隊
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
三
百
二
十
七
号

道
路
法(
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
六
月
二
十
六
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
八
年
六
月
二
十
六
日



課
及
び
岐
阜
県
恵
那
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
六
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
告
示
第
三
百
二
十
八
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
六
月
二
十
六
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
六
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
及
び
就
任
を
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
九
項
の

規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
八
年
六
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

色
目
川
沿

岸
土
地
改

良
区

令
和�･�･��
理
事

吉

田

憲

司

養
老
郡
養
老
町
飯
田

一
七
三
番
地
二

同

田

中

穣

同

飯
田

一
五
九
番
地
一

同

佐

藤

辰

夫

同

飯
田

一
五
八
番
地

同

日

比

勝

同

大
坪

二
二
八
番
地

同�
野

利

和

同

大
坪

二
一
〇
番
地

同

佐

竹

茂

樹

同

蛇
持

七
三
番
地

同

佐

竹

一

夫

同

蛇
持

四
二
一
番
地

同

佐

竹

常

雄

同

祖
父
江

一
一
八
八
番
地

同

久
保
山

治

美

同

橋
爪

二
八
番
地
一

同

黒

田

茂

喜

同

宇
田

一
四
九
番
地

同

大

矢

賢

治

同

室
原

六
五
五
番
地

同

横

田

等

同

室
原

七
三
六
番
地
一

同

田

中

清

美

同

室
原

六
三
六
番
地
一

同

川

地

利

夫

同

室
原

五
七
八
番
地
一

同�
木

敏

幸

同

室
原

五
三
五
番
地
一
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県
道

道
路
の
種
類 一

般
国
道

道
路
の
種
類

岐

阜

岐

南
線

路
線
名

二
百
五
十

七
号

路
線
名

羽
島
郡
岐
南
町
平
成
六
丁
目
一
〇

三
番
一
地
先
か
ら

同

郡
同

町
同

八
〇

番
一
地
先
ま
で

区

間

恵
那
市
上
矢
作
町
字
下
モ
田

四
〇
〇
六
番
一
地
先
か
ら

同

市
同

町
字
板
取
久

保
三
七
九
三
番
三
地
先
ま
で

区

間

後 前 区
域
変
更
前
後
別���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) �･�〜��･� �･�〜��･� 敷
地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)

令
和�･�･�� 供

用
開
始

の
期
日 ���･� ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

平
成
��･�･�� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か) 一

般
国

道
四
百

十
八
号

と
重
用

備

考

公

示



監
事

川�
比

智

同

祖
父
江

二
一
四
三
番
地

同�
田

美
智
雄

同

中

一
六
三
番
地
一

同�
田

俊

己

同

室
原

一
一
四
九
番
地

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

色
目
川
沿

岸
土
地
改

良
区

令
和�･�･��
理
事

西

山

よ�
子

養
老
郡
養
老
町
飯
田

一
七
三
番
地
四

同

田

中

充

同

飯
田

一
四
九
番
地

同

田

中

繁

一

同

飯
田

三
二
七
番
地

同

他

田

敏

美

同

大
坪

一
六
二
番
地

同�
野

裕

幸

同

大
坪

二
〇
一
番
地
一

同

佐

竹

正

幸

同

蛇
持

三
六
四
番
地

同

佐

竹

人

美

同

蛇
持

一
〇
番
地

同

佐

竹

哲

也

同

祖
父
江

一
一
三
六
番
地

同

中

山

孝

同

橋
爪

一
一
四
三
番
地

同�
田

美
智
雄

同

中

一
六
三
番
地
一

同

奥

村

勝

則

同

宇
田

二
五
五
番
地

同

大

矢

賢

治

同

室
原

六
五
五
番
地

同

横

田

等

同

室
原

七
三
六
番
地
一

同

田

中

清

美

同

室
原

六
三
六
番
地
一

同

川

地

利

夫

同

室
原

五
七
八
番
地
一

同�
木

敏

幸

同

室
原

五
三
五
番
地
一

監
事

佐

竹

茂

樹

同

蛇
持

七
三
番
地

同

安

福

雅

成

同

祖
父
江

五
一
六
番
地
一

同

熊

谷

修

身

同

中

六
一
〇
番
地

同�
田

俊

己

同

室
原

一
一
四
九
番
地

○｢

中
央
新
幹
線(

東
京
都
・
名
古
屋
市
間)

環
境
影
響
評
価
書(

岐
阜
県)

平
成
二
十
六
年
八

月｣

に
基
づ
く
事
後
調
査
報
告
書(

二
〇
二
五
年
度)

の
公
告

岐
阜
県
環
境
影
響
評
価
条
例(

平
成
七
年
岐
阜
県
条
例
第
十
号)

第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
事
後
調
査
報
告
書
を
作
成
し
た
の
で
、
同
条
例
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
公
告
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
二
十
六
日

東
海
旅
客
鉄
道
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

丹

羽

俊

介

一

事
業
者
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

事

業

者

の

名

称

東
海
旅
客
鉄
道
株
式
会
社

２

代

表

者

の

氏

名

代
表
取
締
役
社
長

丹
羽

俊
介

３

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

愛
知
県
名
古
屋
市
中
村
区
名
駅
一
丁
目
一
番
四
号

二

対
象
事
業
の
名
称
及
び
種
類

１

名
称

中
央
新
幹
線

品
川
・
名
古
屋
間

２

種
類

新
幹
線
鉄
道
の
建
設(

環
境
影
響
評
価
法
第
一
種
事
業)

三

事
後
調
査
報
告
書
の
写
し
を
縦
覧
に
供
す
る
場
所
、
期
間
及
び
時
間

１

縦
覧
場
所

岐
阜
県
環
境
エ
ネ
ル
ギ
ー
生
活
部
環
境
管
理
課
、
多
治
見
市
役
所
環
境
文
化
部
環
境
課
、
中
津

川
市
役
所
リ
ニ
ア
都
市
政
策
部
リ
ニ
ア
対
策
課
、
瑞
浪
市
役
所
み
ず
な
み
未
来
部
企
画
政
策
課
、

恵
那
市
役
所
建
設
部
リ
ニ
ア
都
市
計
画
局
都
市
整
備
課
、
土
岐
市
役
所
市
長
公
室
政
策
推
進
課
、

可
児
市
役
所
建
設
部
都
市
計
画
課
、
御
嵩
町
役
場
企
画
部
企
画
課
、
東
海
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
環

境
保
全
事
務
所(

岐
阜)

及
び
東
海
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
岐
阜
西
工
事
事
務
所

２

縦
覧
期
間

令
和
八
年
六
月
二
十
七
日

(

土)

か
ら
令
和
八
年
七
月
二
十
七
日

(

月)

ま
で

(

土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
祝
日
を
除
き
ま
す
。)

３

縦
覧
時
間

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で(

縦
覧
場
所
に
よ
っ
て
は
異
な
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。)

四

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
公
表
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雑

報



事
後
調
査
報
告
書
は
、
東
海
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

(https://jr-central.co.jp/ )
に
お
い
て
も
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

五

問
合
せ

１

問
合
せ
先

東
海
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
環
境
保
全
事
務
所(

岐
阜)

中
津
川
市
桃
山
町
二
番
八
二

Ｔ
Ｅ
Ｌ

〇
五
七
三
―
六
四
―
二
〇
三
九

２

受
付
日
時

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で(

土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
祝
日
を
除
き
ま
す
。)
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令
和
八
年
六
月
二
十
六
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


